
〈商業・貿易及び観光〉－３３－

（単位：人・百万円）

平 成 １ ６ 年 平 成 １ ９ 年 平 成 ２ ３ 年 平 成 ２ ６ 年 平 成 ２ ８ 年

総　　数 404 365 238 238 243

2,250 2,147 1,507 1,463 1,566

48,650 53,928 64,977 55,915 79,280

卸売業 54 54 44 41 42

385 354 351 250 300

22,856 22,058 42,767 25,715 56,196

小売業 350 311 194 197 201

1,865 1,793 1,156 1,213 1,266

25,794 31,870 22,210 30,201 23,084

注） ・平成２３年の調査日は、平成２４年２月１日及び年間分の数値である。

   　 ・平成２６年の調査日は７月１日である。

資料：商業統計調査、平成２４年、２８年経済センサス－活動調査

６　商 業 ・ 貿 易 及 び 観 光

　　本表１～２は、商業統計調査（卸売業・小売業が調査対象）の結果による数値である。

１　 調査の範囲は、日本標準産業分類（平成２１年３月２３日 総務省告示第１７５号）に掲げる「大分類J－

　卸売・小売業」に属する公営、民営の事業所

２　 卸売業とは、主として次の業務を行う事業所をいう。

　（１）　小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所

　（２）　産業用使用者（建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等）に業務用とし

　　　　 て商品を大量又は多額に販売する事業所

　（３）　主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの

　　　　 設備、産業用機械（農業用器具を除く。）、建設材料（木材、セメント、板ガラス、かわらなど）など}を

　　　　 販売する事業所

　（４）　製造業の会社が、別の場所で経営している自己製品の卸売事業所（主として管理的事務のみを

　　　　 行っている事業所を除く。）

　（５）　商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所

　（６）　主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所（代理商、

　　　　 仲立業）

３　 小売業とは、主として次の業務を行う事業所をいう。

　（１）　個人（個人経営の農林漁家への販売を含む。）又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所

　（２）　産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所

　（３）　商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所

　（４）　製造小売事業所（自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所）

　（５）　ガソリンスタンド

　（６）　主として無店舗販売を行う事業所（販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動

　　　　 を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所）で、主とし

　　　　 て個人又は家庭用消費者に販売する事業所

　（７）　別経営の事業所

４　 平成２３年分は、「平成２４年経済センサス－活動調査」産業別集計の卸売業・小売業に関する集計に

   よる数値である。

１　商業の推移（各年６月１日現在及び前年度）

区　　　　　　　　分

事業所数

従業者数（人）

年間商品販売額（百万円）

事業所数

従業者数（人）

年間商品販売額（百万円）

事業所数

従業者数（人）

年間商品販売額（百万円）



－３４－〈商業・貿易及び観光〉

２　産業小分類別商業の概況（平成２８年経済センサス-活動調査の結果）

事業所数 従業者数 年間販売額
（人） (百万円）

243 1,566 79,280

卸 売 業 42 300 56,196

各種商品卸売業 - - -

繊維・衣服等卸売業 1 4 X 

- - -

衣服 1 4 X 

身の回り品 - - -

飲食料品卸売業 7 28 945

農畜産物・水産物 5 16 X 

食料・飲料 2 12 X 

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 20 176 32,741

建築材料 6 11 113

化学製品 3 40 X 

石油・鉱物 5 73 24,008

鉄鋼製品 4 44 5,747

非鉄金属 1 3 X 

再生資源 1 5 X 

機械器具卸売業 5 15 993

産業機械器具 2 3 X 

自動車 2 10 X 

電気機械器具 - - -

その他の機械器具 1 2 X 

その他の卸売業 9 77 X 

家具・建具・じゅう器等 - - -

医薬品・化粧品等 5 68 21,207

紙・紙製品 2 4 X 

他に分類されない卸売業 2 5 X 

産　　業　　分　　類

総　　　　　　　　　　　　　数

計

繊維品（衣類、身の回り品を除く）



〈商業・貿易及び観光〉－３５－

事業所数 従業者数 年間販売額
（人） (百万円）

小 売 業 201 1,266 23,084

各種商品小売業 1 81 X 

百貨店、総合スーパー 1 81 X 

その他の各種商品 - - -

繊物・衣服・身の回り品小売業 25 72 763

呉服・服地・寝具 5 7 134

男子服 2 4 X 

婦人・子供服 11 28 324

靴・履物 3 13 91

その他の織物・衣服・身の回り品 4 20 X 

飲食料品小売業 66 554 7,800

各種食料品 10 293 5,244

野菜・果実 3 6 48

食肉 3 20 169

鮮魚 6 22 249

酒 12 19 174

菓子・パン 13 34 X 

その他の飲食料品 19 160 X 

機械器具卸売業 24 145 4,137

自動車 16 112 3,418

自転車 2 2 X 

機械器具（自動車・自転車を除く） 6 31 X 

その他の小売業 404 X X 

家具・建具・畳 5 10 52

じゅう器 1 3 X 

医薬品・化粧品 17 88 1,783

農耕用品 1 2 X 

燃料 14 111 4,623

書籍・文房具 8 77 464

3 6 90

2 9 X 

他に分類されない小売業 28 98 1,129

無店舗小売業 6 10 53

通信販売・訪問販売 6 10 53

自動販売機による小売業 - - -

その他の無店舗 - - -

産　　業　　分　　類

計

スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器

写真機・時計・眼鏡



－３６－〈商業・貿易及び観光〉

３　外国貿易船入港状況(年間）

隻数 純トン数 隻数 純トン数 隻数 純トン数 隻数 純トン数

94 236,722 102 216,069 122 306,220 121 286,522

9 1,274 15 3,096 5 735 3 441

85 235,448 87 212,973 117 305,485 118 286,081

注） ・貿易統計による。
・相生港(開港）に入港した外国貿易船の数値である。

財務省貿易統計調

（単位：人）

２９

３０

元

２

３

注） ・本表は、兵庫県観光客動態調査による。

・観光入込客統計に関する共通基準に基づく。
市、地域振興課調

（単位：軒）

３０

元

２

３

４

注） 厚生労働省報告分による。
※平成３０年６月１５日より「ホテル」「旅館」が「旅館・ホテル営業」に変更

赤穂健康福祉事務所調

旅館 公的宿泊施設

117,903

123,790

100,492

103,913

97,898

97,800

103,947

88,971

636,751

615,600

606,867

381,919

402,803

ホテル

91,818

8,796

8,701

8,711

5,007

4,198

11,463

11,402

11,132

6,514

7,897

総 数

日 本 船

外 国 船

区　　　　　　　分
令 和 元 年 令 和 ２ 年 令 和 ３ 年 令 和 ４ 年

宿泊客数

５　宿泊施設数（各年３月末日現在）

区　　分

平成

４　観光客数・宿泊客数（各年度末現在）

年　　　度
総数

平成 118,157

観光客数

旅館

3

-

-

-

令和

ホテル

4

-

-

7

7

7

7

-

-

-

3

その他

3

3

3

3

令和

-

旅館・ホテル営業


